
りんご生産者の皆さま 

 

 
 

 

りんご黒星病は、発病した葉や果実などから胞子が飛散し被害が拡大するほか、放置 

された被害葉などは越冬して、翌春以降の感染源となります。 

   黒星病発生を抑制するために、被害果・被害葉を適正に処分し、防除を徹底すること 

が重要です。 

   被害果や被害葉は園地内ですき込みや土中に埋めるなどの処分をお願いしていますが、 

市では園地内で処理しきれない被害果・被害葉を収集し、焼却処分します。 

○収集対象 平川市の園地で発生したりんご黒星病の被害果・被害葉  

○持込方法 平川市指定ごみ袋（燃やせるごみ用）に入れて、口を結んだ状態でお持ち 

込みください。 

        ※肥料などの空き袋は焼却できないため使用しないでください。 

        ※被害果・被害葉以外のものが混入している場合は受付できません。 
 

○収集場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

         平川市経済部 農林課 農業振興係（尾上分庁舎） 

                            TEL ４４－１１１１（内線２１７２～２１７６） 

                            平川市市民生活部 市民課 環境衛生係 

                            TEL ４４－１１１１（内線１２２５～１２２６） 

河川などへの「不法投棄」

は絶対にやめましょう！！ 

りんご黒星病の被害果を収集処分します 


